
 

調布市立学校及び調布市内保育園・幼稚園（一部を除く）では，感染症に罹患した場合，感染拡大を防ぐため，医師の確認が得られた後に再登校・

再登園をしていただくようお願いしています。感染症によって，御提出いただく証明書が異なりますので，下記フローにより御確認ください。 

 

 

 【Ａ】 【Ｂ】 

 

 

 

 

  

 

  

医療機関を受診 

・インフルエンザ ・新型コロナウイルス感染症 

 

【Ａ】登校・登園許可

申請書を使用し，保護

者の方が，医師の診断

に基づく自宅待機期

間（＝出席停止期間）

を記入 

 

再登校・再登園し，

【A】を提出 

順調に回復せず，何らかの症状がある 順調に回復した 

診断に基づく自宅待機期間，自宅で療養 

医療機関へ受診 

再登校・再登園し，【B】を提出 

【Ｂ】登校・登園許可証明書を持参し， 

再度，医療機関を受診 

↓ 

医療機関が【B】用紙に記入 

医師の診断に基づき療養 

感染症に罹患した場合に御提出いただく証明書の分類 

 ・百日咳 

・麻しん（はしか） 

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

・風しん（三日ばしか） 

・水痘（みずぼうそう） 

・咽頭結膜熱（プール熱） 

・結核 

 

 

・髄膜炎菌性髄膜炎 

・腸管出血性大腸菌感染症 

・コレラ 

・細菌性赤痢 

・腸チフス 

・パラチフス 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・急性出血性結膜炎 

 

 


